
裁判官会議（第28回）議事録

令和4年10月12日（水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者戸倉長官、 山口、深山、三浦､草野、宇賀、林、岡村、長嶺、安浪、渡邉、

岡、堺、今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く｡

議事

1 判事補の弁護士職務経験に関する規則の一部を改正する規則について

徳岡人事局長から、資料第1に基づき、標記の規則について説明があり、原案

どおり決定した。

2 民事訴訟規則等の一部を改正する規則について

門田民事局長から、資料第2に基づき、標記の規則について説明があり、原案

どおり決定した。

3 人事について

徳岡人事局長から、資料第3に基づき、人事関係事項について説明があり、 1

の裁判官の退官については、報告及び原案どおり決定し､ 2の裁判官の転補等に
ついては、原案どおり決定し、 3の令和4年秋の勲章受章者の内定については、

報告がされ、 4の司法修習生の再採用については、原案どおり決定した。

午前10時42分終了
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裁判官会識資料第3
( (D月（』日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和4. 10. 12提出）

1 裁判官の退官にづいて

定年退官（令4 11. 14） 名古屋高判事・名古屋簡裁判事

未吉幹和（43）

千葉地判事（部総括） 。千葉簡裁判

事

依願免本官並びに兼官（令4 1115)

安藤範樹（44）

定年退官（令411. 15) 福山簡裁判事

佐藤 拓

2裁判官の転補等について

東京家判事（部総括) ・東京簡裁判

事

東京高判事・東京簡裁判事

小森田恵樹（44）

東京高判事･東京簡裁判事千葉地判事（部総括） ・千葉簡裁判

事

松本圭史（46）

3 令和4年秋の勲章受章者の内定について（報告）

「令和4年秋の勲章受章者名簿（内定） 」のとおり

4 司法修習生の再採用について
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裁判官会議（第29回）議事録

令和4年10月26日 （水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者戸倉長官く 山口、深山、三浦、草野、宇賀、林､岡村、長嶺、安浪、渡邉、

岡、堺、今崎、尾島各裁判官

戸倉長官議長席に着く。

議事

1裁判の迅速化に係る検証に関する規則の一部を改正する規則について

堀田事務総長から、資料第1に基づき、標記の規則について説明があり、原案

どおり決定した｡

2裁判所会計事務規程の一部を改正する規程について

氏本経理局長から、資料第2に基づき、標記の規程について説明があり、原案

どおり決定した｡

3人事について

（1） 徳岡人事局長から、資料第3に基づき、人事関係事項について説明があり、

1の裁判官の退官については《報告がされ、 2の裁判官の転補等については､

原案どおり決定した。

（2） 徳岡人事局長から、資料第4に基づき、岡山家庭裁判所長の補職等について

説明があり、次のとおり決定した｡

広島高等裁判所判事横溝邦彦の定年退官に伴い､岡山家庭裁判所長脇由紀を

広島高等裁判所判事(部の事務総括者） とし’、その後任者を大阪家庭裁判所判

事永井尚子とする。

午前11時10分終了

，議 長

、秘書課長



裁判官会議資料第3
《／0月2－6日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和4. 10.26提出）

1裁判官の退官について

定年退官（令411.28) 広島高判事（部総括） 。広島簡裁判

事

伊名波宏仁（37）

東京簡裁判事

笹本 昇

福島簡裁判事（司掌者）

中鉢 功 ‘

名古屋簡裁判事

． 河’野文孝

大阪簡裁判事

大家嘉朗

定年退官（令4. 11.23)

定年退官（令4; 11.24）

定年退官(令4 11.27)

定年退官（令4. 11.29)

2裁判官の転補等について

東京高判事・東京簡裁判事 最高裁上席調査官（東京地判事．東

京簡裁判事）

林 俊之（44）

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判最高裁上席調査官（東京地判事・東

京簡裁判事）
古
手

中丸 隆（49）

東京高判事。東京簡裁判事

／

東京地判事（部総括） ・東京簡裁判

事 ，

堀田次郎（48）
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名古屋高金沢支判事（支部長） ・金

沢簡裁判事

森 浩史(40）

名古屋高金沢支判事（部総括） ・金

沢簡裁判事 ，

吉田尚弘(41)

名古屋地判事（部総括） ・名古屋簡

裁判事

山田耕司（42）

大阪高判事・大阪簡裁判事

広島高判事（部総括） ・広島簡裁判
q F

事

名古屋高金沢支部長

名古屋高金沢支判事（部総括） ・金

沢簡裁判事

名古屋地判事（部総括） ．名古屋簡

裁判事
坂本好司（50）

福島地判事（所長） 。福島簡裁判事

’相澤眞木(40）

京都地家宮津支判事補。宮津簡裁判

事（司掌者）

中田萌々 （65）

大阪家地判事補。大阪雷裁判事

福島簡裁司掌者指名

京都地家判事補。京都簡裁判事

I

京都地家宮津支判事補･宮津簡裁判
り

事（司掌者）

藤田圭祐（66）
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